
災害時における物資の供給に関する協定書 

 

久喜市（以下「甲」という。）と株式会社セキ薬品（以下「乙」という。）は、災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下、「災害時」という。）における物資の供給に関し、次の

とおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において、甲からの協力要請により乙が行う物資の供給協力に関 

して必要な事項を定めるものとする。 

 

（協定事項の発動） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙 

に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。 

 

（供給の要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があるときは、乙に物資の供給を要請する 

ことができる。 

 

（供給物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、食料品、飲料水、生活必需品及び医薬品等 

で乙が調達可能な物資とする。 

 

（要請の方法） 

第５条 甲は、乙に対して第３条の要請をするときは、甲が必要とする物資の品名、数量等を 

具体的に明示した文書を提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要するときは、

電話等で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（報告） 

第６条 乙は、前条の協力を実施したときは、文書により甲まで報告するものとする。ただ 

し、緊急を要するときは、電話等で報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（物資の運搬） 

第７条 物資の運搬は、甲が指定する者が行うものとする。ただし、甲は必要に応じて乙に対 

して運搬の協力を求めることができるものとする。 

 

（費用の負担） 

第８条 乙が、供給した物資の代金及び物資の運搬を行ったときに要する費用は、甲が負担す

るものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生前における小売価格等を基準とし、甲乙協議の上速やか 

に決定する。 

 

 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものと

する。 

 

（連絡窓口） 

第１０条 甲及び乙は、災害時等に即応するための連絡体制を相互に整えるほか、連絡体制表

を作成するものとする。 

２ 前項の連絡体制表に変更が生じた場合は、その都度修正するものとする。 

 

（有効期限） 

第１１条 本協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙いずれの側から

文書をもって、その３か月前までに協定の終了を通知しない限り、その効力は持続するもの

とする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものと

する。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
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